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資料１ 

【報告事項】 
 これまでの状況と 

今後の検討スケジュールについて 
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平成２９年７月４日 

企業総務部経営戦略課官民連携推進室 



  

 

在り方検討委員会の開催 

【第1回委員会】 
  日   時：平成29年4月19日（水）  
        9時から10時35分 
  場   所：新館5階251A会議室 
  出席者：委員  5名 
  議  題：大津市ガス事業の在り方検討における     
        基本方針（案）について 
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【第2回委員会】 
  日   時：平成29年5月9日（火） 
        16時から17時5分 
  場   所：新館5階251A会議室 
  出席者：委員  5名 
  議  題：大津市ガス事業の在り方検討における 
        方向性について 



これまでの審議状況 
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【意見】 

●全国的な流れの中で、安全安心なサービスの高度化が求められてきている 

●民営化となった場合、これまでのサービスや安心した供給を受けられるか心配である 

●自由化における競争の中で、消費者の安全安心を確保しつつ、改革を進める必要がある 

●安心は重要な指標である。高いレベルで達成できる仕組みであれば、進めていく必要がある 

●お客様の声が届きやすい仕組みをつくり、どのようにガバナンスを働かすか検討が必要である 

●先に事業の上下（小売と導管）分離について議論が必要である。出資比率は次の段階と
考える。よって、まずは公営継続、公共施設等運営権方式、民営化の手法について検討が必
要である 

 

【次回委員会までの課題整理】 

●事業範囲を検討するための詳細な資料を提示すること 

  ⇒第２回委員会 資料１として提示済 

●新規事業に関する詳細な資料を提示すること 

  ⇒第２回委員会 資料２として提示済 

●小売事業と導管事業について、部門別（セグメントベース）での損益を提示すること 

  ⇒本件については、本市ガス事業の在り方の方向性が定まった後の議論に活用するということを 

  委員長に確認したため、第２回委員会においては提示せず 

３，４ページは今も残存している宿題だけ５ページに移設して削除。 
 

（５ページに↓が追加される） 
●セグメント情報云々 

●一般ガス導管事業のうち、どの業務を民に任せるのかを検討
する必要がある 

●既存の出資会社と今後どのように連携していくべきか検討する
必要がある 

 

【意見】 

●公営継続は、スイッチングが進むことによりガス料金水準の維持が難しく、場合によっては税
金投入の可能性もあることから、結果的に市民にしわ寄せがいくこととなる。よって、公営継続は
困難と考える 

●公営継続と公共施設等運営権方式ともにリスクを負う可能性はあるが、それぞれにおいてメ
リットとデメリットがあり、総合的にどの手法が有益であるかを示す必要がある 

●公営では導管工事を地元企業に発注してきたが、民営化になれば、地元企業の活躍や雇用
が減少する 

●ガス小売事業については、機動的に新たなサービス提供を行う等の点において、民間の力が
必要と考える 

●一般ガス導管事業については、市民の安心感という観点から、今後も市で担ってほしい 

●緊急保安は瞬時に的確に対応する必要があり、高齢化が進んでいる現状から考えると、将
来的に実施していくことは困難である 

 

【次回委員会までの課題整理】 

●一般ガス導管事業のうち、どの業務を民に任せるのかを検討する必要がある 

●既存の出資会社と今後どのように連携していくべきか検討する必要がある 

【第２回委員会での方向性の提言（委員長まとめ）】 
●ガス小売事業、一般ガス導管事業の全てを今までどおり官のみ（＝公営）で行うことは困難であ
る。民の力を一部分でも取り入れていく方が良い 

●ガス小売事業については、新規事業などを機動的に開始することができ、その結果、市民サービス
の向上が期待できることから、民に任せる方が良い 

●料金設定については、市民に安心感をもっていただく観点から完全に民に任せるべきか、引き続き
議論が必要である 

●一般ガス導管事業については、市民に安心感をもっていただく観点から、これまでどおり官にて実施
することが望ましい 

●緊急保安対応については、現体制を維持し続けることが困難であるという課題があるため、これを
民に任せることで課題を解決することができるが、緊急保安対応を完全に民に任せることが法的に許
容されるのか、また、完全に民に任せるべきかついては、関係省庁と調整しながら引き続き議論が必
要である 

【引き続き検討すべき課題】 
●小売事業と導管事業について、部門別（セグメントベース）での損益を提示すること 

●一般ガス導管事業のうち、どの業務を民に任せるのかを検討する必要がある 

●既存の出資会社と今後どのように連携していくべきか検討する必要がある 



  

市議会施設常任委員会への報告 

【開催】 
  日   時：平成29年5月12日（金） 
        10時から10時45分 
  場   所：本館4階第1委員会室 
  出席者：常任委員会委員 9名 
          
【議題】 
  大津市ガス事業の在り方検討委員会の審議状況 
    と今後の取組予定について 
 
【委員意見】 
●市民にとってどういったメリットがあるのか広く知らせていただきたい 
●大口のお客様が離脱した場合の経営シミュレーションを今後示していただきたい  等 
 
【委員長まとめ】 
●今後のスイッチングの状況など、経営環境の変化に注視するとともに、十分な経営分析等
を行いながら、本件に関する実施方針（案）の策定に向けた取り組みを進めていただきたい 
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市議会施設常任委員会への報告 

【開催】 
  日   時：平成29年6月22日（木） 
        10時50分から11時50分 
  場   所：本館4階第4委員会室 
  出席者：常任委員会委員 9名 
          
【議題】 
  大津市ガス事業の在り方検討について 
    ~検討経過及び今後のスケジュール 
 
【委員意見】 
●お客様ニーズの的確な把握に努めていただきたい 
●将来の需要予測を行ったうえでの経営シミュレーションを示し、適切な経営判断を行って  
  いただきたい 
●本検討について、市民に対して広く周知していただきたい              等                       
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【基本方針策定の経過】 

●平成２９年４月に、基本方針（案）を公表した 

●平成２９年４月～５月に、本委員会にて基本方針（案）に関してご審議を頂き、意見及
び検討の方向性の提言を受けた 

●平成２９年６月に、本委員会での提言内容を踏まえ、基本方針を策定した 

 

 

【基本方針（案）からの主な変更箇所】 （基本方針Ｐ２６～２７に記載） 

●事業運営形態については、公共施設等運営権方式を活用するが、市が出資等の関与を行
うかは今後の議論とする 

●事業範囲については、小売事業及び導管事業の一部業務とするが、詳細については今後の
議論とする 

基本方針の策定 
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●H29.6.1時点の状況。なお、平成28年度の年間販売量実績は約1億6,900万㎥ 
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スイッチングの状況について 

お客様A 
・用途：公用 
・年間使用量：約15万㎥ 

H29.4より他社へスイッチング 

お客様B 
・用途：工業用 
・年間使用量：約100万㎥ 

H29.4より他社へスイッチング 

お客様C 
・用途：公用 
・年間使用量：約300万㎥ 

他社と価格対抗 
H29.4より新料金で契約維持 

 ➠現状、本市の総販売量の約７割を占める年間使用量10万㎥以上のお客様 

   に対し、販売攻勢が行われ、競争が激しくなりつつある 

お客様D 
・用途：工業用 
・年間使用量：約45万㎥ 

他社と価格対抗 
H29.6より新料金で契約維持 

      ：                 ：                    ： 
      ：                 ：                    ： 

お客様E 
・用途：商業用 
・年間使用量：約60万㎥ 

H29.8より他社へスイッチング 

お客様F 
・用途：商業用 
・年間使用量：約40万㎥ 

H29.8より他社へスイッチング 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 



今後のスケジュール（予定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成29年度 

平成30年度 

 4月      ：事業の開始（新たな事業運営形態への移行） 平成31年度 
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 4月～     ：在り方検討委員会での調査・審議 
           実施方針(案)の作成に向けた検討（※詳細は次頁に記載）            
 11月    ：実施方針に関する議案の上程 
 
以下、条例が可決された場合のスケジュール 
 12月    ：実施方針の公表 
 2月     ：パートナー事業者選定委員会の設置に関する議案の上程 

 4月     ：公募によるパートナー事業者選定開始 
 10月    ：パートナー事業者決定 
 10月    ：新会社の設立 
 11月    ：運営権設定に関する議案の上程 
 12月    ：市からパートナー事業者へ株式（一部）譲渡 
 1月～3月  ：市から新会社への業務引き継ぎ 



実施方針（案）の作成に向けた検討スケジュール（予定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７月 

４ 日   ●第３回委員会 
       【内容】 事業ｽｷｰﾑの考え方、重要論点の整理、 
             マーケットサウンディングについて ほか 
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８月 

９月 

１０月 

１１月 

下 旬  ●第４回委員会 
       【内容】 新会社の構築に向けた考え方、 
             事業範囲の検討 ほか 

下 旬  ●第５回委員会 
       【内容】 経営･財務分析について、事業内容の 
             詳細検討、実施方針(案)の概略検討 

下 旬   ●第６回委員会 
       【内容】実施方針（案）の検討 

上 旬   ●実施方針（案）の答申 

実
施
方
針(

案)

作
成 

新
会
社
の
構
築
に
関
す
る
検
討 

事
業
範
囲(

内
容)

の
検
討 

事
業
ス
キ
ー
ム
の
検
討 

財
務･
経
営
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン 

実施方針に関する議案の作成 

在り方検討委員会 作業 

マ
ー
ケ
ッ
ト
サ
ウ

ン
デ
ィ
ン
グ 

実施方針に関する議案の上程 

要
求
水
準
の
検
討 

※上記の記載内容については、現時点での想定です。 
※第４回以降の委員会は、非公開の予定です。 



●コンセッション方式の実施手続きや策定すべき書類等はPFI法に規定されている 

●実施には議会の可決に基づいて条例により定めることが規定されている 

【参考】PFI法に基づく実施の手続きと必要な書類等 
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実
施
方
針
（
案
）
作
成 

 

実
施
方
針
（
第
5

条
第
1

項
） 

実
施
方
針
に
関
す
る
条
例(

第
18

条) 

特
定
事
業
の
選
定
（ 

第
7

条
） 

優先交渉権者 
選定基準 

募集要項 

要求水準書（案） 

実施契約書（案） 

基本協定書（案） 

民
間
事
業
者
に
よ
る 

提
案
書
類
の
提
出 

様式集・記載要領 優
先
交
渉
権
者
選
定 

実
施
契
約
締
結 

事
業
実
施
（
第
14

条
） 

競
争
的
対
話 

質
問
・
回
答 

質
問
意
見
・
回
答 

事業者選定プロセス 引継ぎ 

公
共
施
設
等
運
営
権
の
設
定 

（
第
16

条) 

* 青塗り箇所は必要となる書類を示す 
* 図中の条項の番号はPFI法上の条項の番号を示す 

実施方針とは、民間事業者
の責任の明確化等事業の適
正かつ確実な実施の確保に
関する事項等について定め
たPFIの実施に関する文書 

客観的評価の実施結果
の公表 

平成30年度 平成29年度 

10月 12月 3月 4月から10月 12月 4月 

平成31年度 


